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議案第２５号 令和６年度習志野市一般会計補正予算（第２号） 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ７９６億３,２５１万３千円 

 補正額   ４億３,０５８万２千円 

 補正後 ８００億６,３０９万５千円 

（歳出概要）・予防接種事業 

 

 

議案第２６号 習志野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住民票の閲覧手数料を、「１世帯

当たり３００円」から「１人当たり３００円」に変更するものです。 

 

（施行期日） 

令和６年７月１日から施行します。 

 

 

議案第２７号 習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

生活保護法の改正により、進学に加え、就職する際の新生活の立ち上げ費用に

ついても支援するため、「進学準備給付金」が「進学・就職準備給付金」に改めら

れたことから、特定個人情報※の庁内における利用（情報連携）に係る規定を同様

に改正します。 
※ マイナンバーが含まれる個人情報 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 
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議案第２８号 習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について 

地方税法の改正等に伴い、改正するものです。 

 

１ 市税の減免  

個人市民税、固定資産税等について、市長が、減免を受けようとする者又は当該

者が所有する固定資産等が減免の要件に該当することが明らかであり、かつ、減免

する必要があると認めるとき※１は、職権により減免できるようにするものです。 
※１ 令和６年１月に発生した能登半島地震災害を踏まえ、大規模災害等により減免の要

件に該当することが明らかである者が、減免申請をすることが難しい場合を想定。 
 

２ 固定資産税及び都市計画税の特例措置  

固定資産税及び都市計画税の特例措置である「わがまち特例」について、次のとお

り新設及び特例率を見直します。 

区分 対象資産 特例率※２ 

新設 
一体型滞在快適性等向上事業※３ 

により整備した固定資産※４ ２分の１ 

 

区分 対象資産 
特例率※２ 

現行 改正後 

縮減 

バイオマス発電設備※５のうち出力

が１０，０００kw 以上２０，０００kw

未満のもの※４ 

３分の２ ７分の６ 

 

※２ 課税額を減額するため、課税標準額に乗じる割合 

※３ 民地の一部を連続する公道（歩道）と同一の舗装とした上で、歩行空間、交流・ 

滞在空間等とする整備事業 

※４ これらに該当する固定資産は、現在本市にありません。 

※５ バイオマスのうち、木竹又は農作物の収穫に伴って生じるものを燃料とする 

設備に限る。 

 

３ その他文言整理をします。 

 

（施行期日） 

１及び２については、公布の日とします。 

３については、令和７年４月１日とします。 
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議案第２９号 習志野市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

適正な受益者負担等を確保する観点から、「習志野市使用料、手数料等の単価の積

算基準」に基づき、指定管理者の更新に合わせて見直しを行った結果、谷津干潟自然

観察センターの使用料を次のように改定するものです。 

区 分 単位 改正前 改正後※ 

入館券 
高校生以上６５歳未満の者 １人１回 ５６０円 ８２０円 

６５歳以上の者 １人１回 ２８０円 ４１０円 

年間入館 

パスポート 

高校生以上６５歳未満の者 １人１年間 ２,８００円 ４,１００円 

６５歳以上の者 １人１年間 １,４００円 ２,０５０円 

※ 実際の利用料金は、この額を上限として、令和７年度からの指定管理者が市長の承認を得て定めます。 

（施行期日） 

令和７年４月１日から施行します。 

 

 

議案第３０号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

次の者を固定資産評価審査委員会の委員として選任することについて、地方税

法第４２３条第３項の規定に基づき、同意を求めるものです。 

 

住  所  習志野市津田沼 

氏  名  田 中 知 華 （たなか ちか） 

任  期  ３年 

新任・再任  再任 
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議案第３１号～第３６号 工事請負契約の変更について  

１ 工期延長※１及び賃金等の急激な変動に対処するスライド協議による契約に基づく
契約金額の変更 

 （税込み） 

※１ 全国的な電線ケーブルの供給不足による電線ケーブルの納期の遅延に伴う工期延長（契約期間の末日を令和６

年６月１０日から同年７月１９日に変更）  

※２ 令和６年４月１日付けで「大日本土木株式会社 千葉支店」から名称変更  

 

２ 工期延長※１による契約金額の変更 
 （税込み） 

 
３ 賃金等の急激な変動に対処するスライド協議による契約に基づく契約金額の
変更 

（税込み） 

  
４ 令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置※３に
よる契約金額の変更 

（税込み） 

※３ 国土交通省により、令和６年３月１日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算に当たり令和５年３月

から適用した公共工事設計労務単価を適用したものについて、令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価に

基づく請負代金額に変更するものとされた措置  

議案 
番号 

議決 相手方 工事名 変更前 変更後 

３１ 
令和４年 

第 ３ 回 

定 例 会 

大日本土

木株式会

社  千葉

営業所※２ 

大 久 保 小

学 校 校 舎

改 築 工 事

（ 建 築 工

事） 

１９億１,９８１万４,６００円 
（令和５年第３回定例会で当初契

約金額「１８億４００万円」から変

更） 

１９億２,９０２万１,６００円 
（９２０万７,０００円 増） 

議案 
番号 

議決 相手方 工事名 変更前 変更後 

３２ 
令和４年 

第 ３ 回 

定 例 会 

浦安電設

株式会社 

大 久 保 小

学 校 校 舎

改 築 工 事

（電気設備

工事） 

２億３,１２６万７,３００円 
（令和５年第３回定例会で当初契

約金額「２億２ ,０１１万円」から変

更）
 

２億３,２１０万円 
（８３万２,７００円 増） 

３３ 
令和４年 

第 ３ 回 

定 例 会 

株式会社

習志野工

業 

大 久 保 小

学 校 校 舎

改 築 工 事

（空気調和

設備工事） 

２億６,８５９万３,６００円 
（令和５年第３回定例会で当初契

約金額「２億５ ,１７９万円」から変

更） 

２億６,９６１万円 
（１０１万６,４００円 増） 

議案 
番号 

議決 相手方 工事名 変更前 変更後 

３４ 
令和４年

第 ４ 回 

定 例 会 

豊栄工業

株式会社 

第 二 中 学

校 校 舎 改

築工事（空

気 調 和 設

備工事） 

２億４,９２１万１,６００円 
（令和５年第３回定例会で当初契

約金額「２億３ ,２１０万円」から変

更）
 

２億５,５７２万５,８００円 
（６５１万４,２００円 増） 

議案 
番号 

議決 相手方 工事名 変更前 変更後 

３５ 
令和６年 

第 １ 回 

定 例 会 

株式会社

ナカムラ 

屋敷小学校

校舎長寿命

化改修工事

（建築工事） 

７億９,３７１万１,６００円 
８億１４０万２,８００円 

（７６９万１,２００円 増） 

３６ 
令和６年 

第 １ 回 

定 例 会 

株式会社

習志野工

業 

屋敷小学校

校舎長寿命

化改修工事

（機械設備

工事） 

３億４,５７３万円 
３億５,０９８万４,７００円 
（５２５万４,７００円 増） 



令和６年第２回定例会議案概要 
 

- 5 - 
 

 

議案第３７号 専決処分した事件の承認を求めることについて（習志野市税条例

の一部を改正する条例の制定について） 

 

「地方税法等の一部を改正する法律」が令和６年３月３０日に公布されました。 

このことに伴い、地方税法の規定に合わせ、習志野市税条例の一部を改正する

必要が生じました。しかし、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したため承認を求めるものです。 

 

１ 個人市民税 

令和６年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養親

族１人につき１万円の定額減税を実施することとしました※。 

定額減税の実施に伴い、個人市民税の徴収方法は、次のとおりとします。 
※ 県民税と合わせて減税を実施。なお、納税者の合計所得金額が 1,805 万円（給与収入

2,000 万円）以下の場合に限る。 

 

（１）給与所得に係る特別徴収の場合 

令和６年６月分は徴収せず、定額減税額を控除した年税額を令和６

年７月から令和７年５月の１１か月で均して徴収します。 

   

（２）普通徴収の場合 

第１期（令和６年６月）の税額から定額減税額を控除して徴収します。 

なお、控除しきれない場合は、令和６年８月以後の税額から順次控除

します。 

 

（３）公的年金等の所得に係る特別徴収の場合 

令和６年１０月の税額から定額減税額を控除して徴収します。 

なお、控除しきれない場合は、令和６年１２月以後の税額から順次控

除します。 

   

２ 固定資産税・都市計画税 

固定資産税及び都市計画税に係る急激な税負担の上昇を抑制するための負担

調整措置を令和８年度まで延長しました。 

 

３ その他文言整理をしました。 

 

（専決処分日） 

令和６年３月３１日 

（施行期日） 

令和６年４月１日 


